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第８３回 国有財産九州地方審議会

諮 問 事 項 説 明 資 料

＜諮問事項＞

「留保財産から除外することについて」



留保財産とは、有用性が高く希少な国有地について、将来世代における行政需要や地域

ニーズに対応していく観点から、所有権を国に留保し、定期借地権による貸付を行うこと

で財政収入を確保しつつ、有効活用・最適利用を図ることとした財産。

１

○留保財産とは

◎ 留保財産の選定基準

１．地域・規模に関する要件
規模地域

土地面積市町村都道府県

2,000㎡以上熊本市熊本県

2,000㎡以上福岡市、北九州市福岡県

※ 留保財産の対象地域は、上記市町村の行政区域のうち、統計法（平成19年法律第53号）第5条第2項
の規定に係る最新の国勢調査に基づく人口集中地区（ＤＩＤ）とする。

２．留保財産の適否の判断基準

・上記１の要件に該当する又は該当しない財産であって、個別的要因（立地状況等）も踏まえ、留保財産とすべきもの。
・上記１の要件に該当する財産であって、個別的要因（接道状況等）から、留保財産から除外すべきもの。
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２

庁舎・宿舎等の施設を原則

①都市計画等の法的規制、②災害リスク、③敷地形状や接道状況等の物件特
性、④財産の立地条件



〇現在までの経緯

令和７年 ６月１７日 財政制度等審議会 国有財産分科会
「留保財産の運用の円滑化に向けた取組」説明

令和７年 ６月３０日 「最適利用に向けた未利用国有地等の管理処分方針について」通達改正

令和７年 ６月３０日～ 選定済の留保財産について、有用性・希少性を再精査

令和７年１２月１９日 第８３回国有財産九州地方審議会（本諮問事項）本日

３



利用方針旧用途所在地

策定中旧九州財務局分室熊本市中央区千葉城町

策定中旧熊本国税局熊本分室熊本市中央区千葉城町

策定中旧鹿児島港湾合同庁舎鹿児島市泉町

貸付用途旧用途所在地

事業用定期借地契約（ドラッグストア等）旧合同宿舎栄町住宅熊本市東区栄町

〇留保財産（６財産）の現状及び再精査の結果【九州財務局分】

１．除外（※別途説明）

２．留保継続

３．再精査不要（貸付中のため留保継続）

利用方針旧用途所在地

施設用途等を限定しない旧九州農業試験場植木庁舎熊本市北区植木町

策定中旧第十管区海上保安本部南港宿舎鹿児島市新栄町

４



対象財産

植木中央公園

熊本市立
植木病院

写真：国土地理院

【除外】旧九州農業試験場植木庁舎

物件の概要

：熊本市北区植木町岩野字相田原２８５番１所 在 地

：2,071.49㎡面 積

：第二種中高層住居専用地域及び市街化調整区域用 途 地 域

建ぺい率・容積率：60％・100％
及び30％・80％（延床面積500㎡以下）

【再精査結果】

敷地の過半は調整区域であり、選定後
に周辺の開発を見込んだものの、いま
だに多くの農地等が所在

（個別的要因①）

敷地の形状も不整形（個別的要因③）

埋蔵文化財包蔵地のため、サウンディ
ング調査でも調査期間や費用に対する
懸念の意見（個別的要因③）

有用性・希少性が喪失していると認め
られるため、留保財産から除外が適当

５



・・・留保財産（896.67㎡）

・・・宿舎敷地全体（2,338.33㎡） 写真：国土地理院

【除外】旧第十管区海上保安本部南港宿舎

物件の概要

：鹿児島市新栄町２４１１番５６所 在 地

：896.67㎡面 積

：工業地域用 途 地 域

建ぺい率・容積率：60％・200％

【再精査結果】

本財産の全体が洪水浸水想定区域
（0.5～3.0ｍ未満）（個別的要因②）

選定後に策定された都市マスタープラ
ンでは居住環境に配慮した工場などの
環境整備の促進を図る「複合産業ゾー
ン」に該当しており、行政需要とマス
タープランが合致しない
（個別的要因④）

有用性・希少性が喪失していると認め
られるため、留保財産から除外が適当

対象財産

洪水浸水想定区域
（0.5～3.0ｍ未満）

６



〇留保財産（８財産）の現状及び再精査の結果【福岡財務支局分】

１．除外（※別途説明）

貸付用途旧用途所在地

公共随契対象施設（介護施設）旧福岡維持出張所福岡市博多区麦野

公共随契対象施設（介護施設）旧九州管区警察学校宿舎福岡市博多区板付

公共随契対象施設（介護施設）旧合同宿舎野多目住宅福岡市南区野多目

公共随契対象施設（福岡武道館用地）福岡市民体育館の一部福岡市博多区東公園

３．再精査不要（貸付中のため留保継続）

利用方針旧用途所在地

公共随契対象施設（介護施設）旧福岡法務合同庁舎福岡市中央区舞鶴

策定中旧県警赤坂宿舎福岡市中央区赤坂

利用方針旧用途所在地

策定中旧合同宿舎茶山住宅福岡市城南区茶山

施設用途等を限定しない旧門司税務署北九州市門司区清滝

２．留保継続

７



【除外】旧合同宿舎茶山住宅

【再精査結果】

都市計画等の法的規制により高度利用が
困難 (個別的要因①)

・第一種中高層住居専用地域

店舗等の床面積合計が500㎡以下に制限され、
且つ、事務所等の建築不可

・第一種15ｍ高度地区

建築物等の高さが15ｍまでに規制

・地区計画（茶山３丁目地区）

隣接道路から15ｍの範囲は建築物等の高さが10ｍに制限

周辺環境と調和した低層住宅地を志向（建築物の敷地
面積の最低限度165㎡）

有用性・希少性が喪失していると認め
られるため、留保財産から除外が適当

写真：国土地理院

特別養護
老人ホーム

自動車学校
地下鉄金山駅

合同宿舎金山住宅

８

物件の概要

：福岡市城南区茶山３丁目３４番１外１筆所 在 地

：28,326.74㎡面 積

：第一種中高層住居専用地域用 途 地 域

建ぺい率・容積率：60%・100%

対象財産



９

【除外】旧門司税務署

【再精査結果】

本財産の4割超が土砂災害警戒区域

（個別的要因②）

上記区域を除くと、定量的要件である
2,000㎡以下かつ不整形

（個別的要因③）

有用性・希少性が喪失していると認め
られるため、留保財産から除外が適当

写真：国土地理院

物件の概要

：北九州市門司区清滝３丁目１番１所 在 地

：2,435.40㎡面 積

：商業地域用 途 地 域

建ぺい率・容積率：80％・400％

門司区役所

土砂災害
警戒区域

対象財産
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１

【福岡財務支局】

諮 問 事 案 の 処 理 状 況

（前回報告以降に処理等を行った審議会諮問事案）

【参考】 第78回(令和４年５月25日) 諮問事案

福岡市博多区麦野に所在する留保財産の処理について
⑴ 利用方針の策定について
⑵ 本財産を福岡市が公募によって選定する社会福祉法人に対して特別養護老人ホーム等敷地

として定期借地権により貸付けを行うことについて

処理年月日等数 量区 分所 在 地

【特別養護老人ホーム等敷地（定期借地）】

・契約相手方：社会福祉法人あすか福祉会

・契約年月日：令和７年10月14日

・契約金額 ：15,800,115円（減額後の年額貸付料）

3,118.26㎡土 地福岡市博多区麦野2丁目7番6



写真：国土地理院

対象財産

博多区麦野（旧福岡維持出張所）

２

相手方の利用計画

令和７年11月1日～
令和59年10月31日（52年間）

契約期間

鉄筋コンクリート造
地上５階建て

構造/階層

5,335.64㎡延床面積

特別養護老人ホーム等
・広域型特養80床
・ショートステイ20床
・グループホーム27床

用途

令和９年２月（予定）開設時期

物件の概要

：福岡県福岡市博多区麦野２丁目７番６所 在 地

：3,118.26㎡面 積

：準工業地域用途地域

建ぺい率・容積率：60%・200%


